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日当規程 

 

（目的） 

第 1 条 この規程は、協会業務に従事した者に対して支給する日当に関して定める。 

（支給） 

第 2 条 事業部、委員会等の会議又は活動に従事した者に対して支給する。 

2 理事が協会の事業部長、委員長等を兼任している場合、その理事が部会、委員

会に出席した場合には、当日当規程に従って日当を支給する。 

（支給の種類及び金額） 

第 3 条 支給の種類及び金額は別表の定めるところによる。 

（支給方法） 

第 4 条 会議においては出席した者の請求により、又活動に対しては委員長の報告書に

基づき支給される。 

（予算内執行） 

第 5 条 原則として予算内で執行する。 

（改廃） 

第 6 条 この規程の改廃は、理事会の決議により行う。 

  

 附 則 

この規程は平成元年 4 月 20 日より施行する。 

  

一部改定 平成 10 年 3 月 12 日 

平成 12 年 3 月 16 日 

平成 17 年 4 月 1 日 

平成 20 年 4 月 1 日 

平成 23 年 6 月 20 日 

平成 25 年 5 月 21 日 

第 1 条の｢協会業務に従事した役員以外の者｣を｢協会業務に従事し

た者｣に改定。 

別表のセミナー講師特別レッスンについて、1 日を｢50,000｣から

｢50,000 以下｣、半日を｢25,000｣から｢25,000 以下｣にそれぞれ改定 

一部改定 令和 4 年 1 月 12 日（第 5 回理事会にて） 

第 2 条 2 項を追加。 

理事が協会の事業部長、委員長等を兼任している場合、その理事が

部会、委員会に出席した場合には、当日当規程に従って日当を支給

する。 
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別表の項目、金額を変更及び追加（以下） 

① 「会議活動」、「外部との会議活動」、「プロテスト」、「新規講習

会」、「ジュニア育成委員会」を追加。 

② 会議活動、外部との会議活動に「2 時間以内 2,500 円」を追加。 

③ 会議活動備考に「事業部会、委員会、委員会活動、その他部会、

委員会関連業務（※時間外は終日日当に加えて）」を追加。 

④ 外部との会議活動備考に「JTA 会議、JTIA 会議、テニスの日

会議など協会外との業務、打合せ（※時間外は終日日当に加え

て）」を追加。 

⑤ プロテスト 主任テスター「1 日 15,000 円」を「1 日 15,000

円」、「半日 7,500 円」を追加。テスター「1 日 10,000 円」を「1

日 10,000 円」、「半日 5,000 円」を追加 

⑥ 新規講習会 主講師「1 日 15,000 円」、「半日 7,500 円」を「1

日 20,000 円」、「半日 10,000 円」に改定。副講師「1 日 10,000

円」、「半日 5,000 円」を追加。 

⑦ 「1 日は 4 時間を超え、8 時間以内とし、半日は 2 時間以上 4

時間以内とする」を追加。 

⑧ 「その他上記にない会議等が発生した場合には、協議の上決定

する。」を追加。 

なお、この日当規程は令和 4 年 4 月 1 日より実施する。 
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（別  表） 

                                       （単位：円） 

内容 備考 

 

会議活動 

（来局・訪問・指定場所・WEB） 

1 日 10,000 事業部会、委員会、委員会活動 

その他部会。委員会関連の業務 

（※時間外は終日日当に加えて） 

半日 5,000 

2 時間以内 2,500 

時間外 2,000 

 

外部との会議活動 

（来局・訪問・指定場所・WEB） 

1 日 10,000 JTA 会議、JTIA 会議、テニスの日会

議、協会外との業務・打合せ 

（※時間外は終日日当に加えて） 

半日 5,000 

2 時間以内 2,500 

時間外 2,000 

 

プロテスト 

1 日 15,000 主任テスター 

半日 7,500 

1 日 10,000 テスター 

半日 5,000 

 

新規講習会 

1 日 20,000 主講師 

半日 10,000 

1 日 10,000 副講師 

半日 5,000 

ジュニア育成委員会 1 日 15,000 海外活動 

セミナー講師 特別レッスン 1 日 50,000 以下 プレーヤー会員 

半日 25,000 以下 

その他 1 日 協議の上 

決定する 

外部講師、コーチ、プレーヤー等 

半日 

※1 日は 4 時間を超え 8 時間以内とし、半日は 2 時間以上 4 時間以内とする。 

※その他上記にない会議等が発生した場合には、協議の上決定する。 

 


